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※注射期間中はどの会場でも受け付けします。会場、時間を間違えないよう、よくご確認ください。
※会場にはたくさんのワンちゃんが集まります。首輪が抜けてしまわないか確認後、リードを必ず付けてください。また、フンの始末は飼い主が責任を持って行って
　ください。
※石巻地区の日程に「休日対応日」を設けています。どの地区の方でも受けることができますので、平日最寄り会場での接種が難しい方は、ご利用ください。

　登録している方には、３月下旬に実施通知（はがき）を送付していますので、通知持参の
上、お近くの会場においでください。（登録しているのに実施通知が届かなかった方は、問
い合わせください）
　また、新たに犬を飼われた方、まだ登録をしていない方でも、会場で登録して同時に注
射ができますので、必ず登録し注射をしてください。
　なお、集合注射で注射を受けることができるのは、「石巻市」に登録のある犬に限りま
す。他市町村から転入・譲渡され手続きがまだの方は、登録事項変更届が必要となります
ので、必ず集合注射前に手続きをお願いします。

※期間中に登録または注射を受けることができない方は、個別に動物病院などで必ず
行ってください。その際は、登録料・注射料のほかに診察料などが加算されます。また、
犬の体調が不安定な場合は、獣医師と相談の上、注射してください。

４月５日（金）から狂犬病予防注射（集合注射）が始まります�犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに�

（内訳　注射料2,550円、注射済票交付手数料550円）
※未登録の方　注射料金3,100円のほかに、登録料3,000円が加算されます。

集合注射料金　3,100円

□問　環境課（内線3364）・各総合支所市民生活課
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月日 地　区 受　　付　　会　　場 時　　間

河
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25日
（木）

北　村
広　渕

北村農村交流センター 10:50 ～ 11:05
小崎生活センター 11:15 ～ 11:25
箱清水老人憩の家 11:35 ～ 11:45

26日
（金）

和　渕
前谷地

笈入あすなろ館  9:00 ～ 9:15
和渕地区コミュニティセンター  9:25 ～ 9:40
和渕山根ふれあいセンター  9:50 ～ 10:00
山崎公益堂 10:10 ～ 10:20
定川会館 10:30 ～ 10:45
根方公益堂 10:55 ～ 11:10
河南総合支所 11:20 ～ 12:00

桃
　
　
生

24日
（水）

太　田 桃生文化交流会館駐車場  9:00 ～ 9:30
樫　崎 JAセレモニーホール桃生構内（樫崎）  9:45 ～ 10:05
永井・倉埣
牛田・深山 永井いきいき交流センター駐輪場 10:20 ～ 10:50

寺　崎 寺崎担い手センター 11:05 ～ 11:30

25日
（木）

高須賀 高須賀定住センター  9:00 ～ 9:20
給人町・神取 神取いきいき交流センター  9:30 ～ 10:00
新　田 新田二部落集落センター 10:10 ～ 10:25

中津山・城内 桃生総合支所西側駐車場 10:40 ～ 11:30

北
　
　
上

16日
（火）

橋浦大須・
行人前 北上総合支所玄関脇  9:00 ～ 9:15

橋浦本地 橋浦本地生活センター前  9:25 ～ 9:35
長　尾 長泉寺境内地・外側駐車場  9:40 ～ 9:50
女　川 中原地区チェーン着脱所 10:00 ～ 10:15
吉　浜 吉浜公民館前 10:30 ～ 10:40
相　川 大指林業センター前 11:05 ～ 11:20

牡
　
　
鹿

17日
（水）

十八成 くぐなり会館前  9:30 ～ 9:40
大原・小渕
給分・小綱倉 宮城県漁業協同組合表浜支所前 10:00 ～ 10:20

谷川・泊
大谷川・鮫浦 宮城県漁業協同組合谷川支所前 10:35 ～ 10:55

寄磯・前綱 宮城県漁業協同組合寄磯前網支所前 11:15 ～ 11:30

18日
（木）

荻　浜 荻浜支所・荻浜公民館駐車場  9:45 ～ 9:55
鮎川・新山 旧牡鹿公民館駐車場 10:20 ～ 10:50
長　渡 網地島ライン発着所（長渡） 12:10 ～ 12:20
網　地 網地島ライン発着所（網地） 12:35 ～ 12:45

月日 地　　区 受　　付　　会　　場 時　　間

石
　
　
巻

５日
（金）

稲井（一部）
住　吉
山　下

南境生活センター  9:00 ～ 9:25
仮設大橋団地駐車場（消防本部側）  9:40 ～ 10:20
北上公園（中里） 10:35 ～ 11:15
禅昌寺駐車場 11:35 ～ 12:00

６日
（土） 休日対応日 県石巻合同庁舎駐車場 13:30 ～ 15:00

８日
（月） 蛇　田

新下前沼公園  9:00 ～ 9:15
高玉神社  9:30 ～ 10:15
向陽地区コミュニティセンター 10:30 ～ 11:00
裏区会館 11:15 ～ 11:30
のぞみ野中央公園 11:45 ～ 12:00

９日
（火） 稲　井

裏沢田集会所  9:00 ～ 9:15
井内東部ふれあい会館  9:30 ～ 10:00
八津会館 10:15 ～ 10:30
吉祥寺駐車場 10:45 ～ 11:00
内原集落センター 11:15 ～ 11:30

10日
（水）

中　央
山　下
釜大街道

旧寿楽荘前駐車場  8:50 ～ 9:05
山下屋内運動場専用駐車場  9:20 ～ 10:05
五番谷地公園 10:15 ～ 10:30
三ツ股三角ちびっこ広場 10:45 ～ 11:00
青葉神社 11:10 ～ 11:50

11日
（木）

湊
渡　波

不動町集会所  9:00 ～ 9:15
一皇子神社  9:30 ～ 9:45
鹿妻東公園 10:00 ～ 10:30
渡波公民館駐車場 10:50 ～ 11:30

12日
（金） 渡　波

根岸会館  9:00 ～ 9:15
黄金浜会館  9:30 ～ 10:10
祝田（市消防団第９分団前） 10:30 ～ 10:45
うしお荘 11:00 ～ 11:45

14日
（日） 休日対応日 県石巻合同庁舎駐車場 13:30 ～ 15:00

河
　
北

・

雄
　
勝

16日
（火）

二　俣
大森公民館前  8:45 ～ 9:00
東福田農事集会所前  9:05 ～ 9:20
北境老人憩の家前  9:25 ～ 9:35

大谷地

二子西町内会館前  9:50 ～ 10:25
沢田老人憩いの家前 10:30 ～ 10:40
鶴家公民館前 10:45 ～ 10:55
五十五人生活センター前 11:00 ～ 11:10
本地老人憩の家前 11:20 ～ 11:30
大吉野福祉センター前 11:35 ～ 11:45

月日 地　区 受　　付　　会　　場 時　　間

河
　
北

・

雄
　
勝

17日
（水）

飯野川

中野林業センター前  8:45 ～ 9:00
馬鞍老人憩の家前  9:05 ～ 9:20
皿貝老人憩の家前  9:25 ～ 9:40
中島生活センター前  9:45 ～ 10:00
JAいしのまき相野谷低温倉庫前 10:05 ～ 10:20
河北総合支所駐車場 10:25 ～ 11:00

大谷地 後谷地老人憩いの家前 11:10 ～ 11:20
川の上構造改善センター前 11:25 ～ 11:40

18日
（木）

雄　勝 大須集会所  8:40 ～ 8:50
情報交流館雄勝会館前  9:20 ～ 9:30

大　川

入釜谷生活センター前  9:40 ～ 9:50
原生活センター前 10:00 ～ 10:15
谷地公民館前 10:20 ～ 10:35
福地林業者生活改善センター前 10:45 ～ 11:00

二　俣 三輪田中区公民館前 11:10 ～ 11:25
辻堂生活センター前 11:35 ～ 11:50

河
　
　
南

23日
（火） 鹿　又

中山会館  9:00 ～ 9:10
上谷地親交会館  9:15 ～ 9:25
谷地中老人憩の家  9:35 ～ 9:45
三軒谷地老人憩の家  9:55 ～ 10:05
曽波神多目的研修センター 10:15 ～ 10:25
本町コミュニティセンター 10:35 ～ 10:50
道的生活センター 11:00 ～ 11:15
鹿又農業研修センター 11:25 ～ 11:40
梅木ふれあいセンター 11:50 ～ 12:00

24日
（水）

須　江
広　渕

糠塚生活センター  9:00 ～ 9:10
須江農村定住センター  9:20 ～ 9:35
しらさぎ台コミュニティセンター  9:45 ～ 10:05
山根中埣転作推進集落センター 10:15 ～ 10:30
柏木ふれあいセンター 10:40 ～ 10:55
広渕町下コミュニティセンター 11:05 ～ 11:20
広渕農業担い手センター 11:30 ～ 11:45

25日
（木）

北　村
広　渕

中沢公会堂  9:00 ～ 9:10
朝日会館  9:20 ～ 9:30
大番所生活改善センター  9:40 ～ 9:50
青木多目的研修センター 10:00 ～ 10:15
新田公会堂 10:25 ～ 10:40
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ボ
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　障害のある方が自立した日常生活および社会生活を営むことができ
るよう社会参加活動や地域における自発的な活動を支援する団体など
に補助金を交付しています。

１　この補助金交付事業は、障害者総合支援法により定められた地域
生活支援事業として実施するものです。
※障害者施設などを運営する法人が施設内で実施する行事など
は、対象外です。

２　今年度の申請期限は、５月末となります。詳しい要件や申請方法
は、問い合わせください。

□申 ・□問　障害福祉課（内線2483）

補　助　対　象　要　件 補助上限額事業内容 参加人数 対象団体
社
会
参
加
促
進
事
業

・障害者等スポーツ
大会

・障害者等レクレー
ション大会など

15人以上
（障害者などの
人数）

・市内の障害者な
どの団体
・市内に活動拠点
がある障害者な
どの支援団体

参加人数に
より
50,000円～
100,000円

自
発
的
活
動
支
援
事
業

・地域での障害者な
どの災害対策活動
や見守り活動

・ボランティア養成
などの活動

６人以上
（支援者、ボラン
ティアなど）

対象事業を実施す
る市内の団体また
はグループ
（福祉サービスを
提供する法人を除
く）

30,000円
・障害者やその家族
の情報交換ができ
る交流活動

・権利や自立のため
に社会に働きかけ
る活動

・その他　障害者な
どや地域住民が自
発的に行う活動

６人以上
（３人以上の障害
者と支援者、ボラ
ンティアなど）

平成31年度障害者社会参加促進事業・自発的活動支援事業の補助金申請
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空間放射線量の測定結果� （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校� （敷地） 0.0６～0.10 2/4～2/27

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園� （敷地） 0.04～0.0８ 2/1～2/27

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.0５～0.09 2/1～2/27

牡鹿地区集落 0.06～0.13 2/4～2/18

防災「合言葉」受賞作品防災「合言葉」受賞作品
佳

　
　作

応
職員
縁
全国からの全国からの

「住まいの復興給付金」申請相談会

と　　き ところ
４月15日（月）

午前10時～午後4時 市役所５階市民サロン前
５月19日（日）

と　　き ところ
４月15日（月）

午前10時～午後4時 市役所５階市民サロン前
５月19日（日）

□問�　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　☎ 0120-250-460（通話無料）　午前 9時～午後 5時（土日・祝日を除く）
　　市生活再建支援課（内線 3954）

　東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の所有者が、平成26年４月の消費税率８％引
き上げ以降に、住宅を建築・購入、または補修（工事費が税抜100万円以上）し、その後居住す
る場合に、消費税増税分相当（建築・購入の場合、最大90万円）の給付が受けられる制度です。
※申請は、住宅の引渡日から１年以内にしてください。
　（平成33年12月31日までに引き渡された住宅が対象）
※次の場合は申請対象外です。
被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／消費税率
５％で建築・購入、あるいは補修を行っている場合

相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確認など
　　　　　※会場では申請書の提出はできません。

　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）は、震災により被害を受けた方が、住宅の再建・補
修をするための融資（建設・購入の場合は当初５年間の金利０％）について、相談会を行っ
ています。
　また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

「災害復興住宅融資」無料相談会

□申� ・□問�　住宅金融支援機構お客様コールセンター
　　　　☎0120-086-353（通話無料）　午前9時～午後5時（祝日を除く）
　　□問�　市生活再建支援課（内線 3954）

要電話予約

４
月
11
日（
木
）午
後
３
時
ご
ろ

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、
毎
時
０
・
23

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
市
内
に
お
い

て
放
射
線
量
の
測
定
を
行
っ
た

結
果
、
測
定
地
点
の
全
て
で
、

健
康
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な

数
値
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

空
間
放
射
線
量

２
月
の
測
定
結
果

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡

易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

□問�　
環
境
課
（
内
線
３
３
６
６
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

石巻市で被災されたとする死者数および行方不明者数　　※平成31年２月末現在

直接死 3,277人　関連死 275人　行方不明者 420人

※直接死とは　津波や家屋倒壊等が原因で亡くなった方
※関連死とは　直接死以外でこの震災が原因で亡くなり、災害弔慰金支給審査会

等で認定された方

　
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
が

あ
る
法
人（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
公

益
法
人
な
ど
を
含
む
）は
、利
益

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、法
人

市
民
税
の
申
告
、納
付
が
必
要

で
す
。税
務
署
や
県
税
事
務
所

へ
申
告
す
る
と
き
は
、忘
れ
ず
に

市
へ
も
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、収
益
事
業
を
行
わ
な

い
公
益
法
人
な
ど
は
、５
月
７

日（
火
）ま
で
に
、事
業
報
告
書

な
ど
の
必
要
書
類
と
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
い
申
告
内
容
な
ど
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申�・□問�　
市
民
税
課

　
（
内
線
３
０
９
９
）

　
加
算
支
援
金
の
申
請
期
限
が

１
年
間
延
長
と
な
り
ま
し
た
。

未
申
請
世
帯
は
早
め
の
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

申
請
期
限　
平
成
32
年
４
月
10

日
支
給
対
象　
り
災
証
明
書
が
大

規
模
半
壊
以
上
で
住
宅
再
建

（
建
設・
購
入
、補
修
、賃
借
）

の
契
約
が
済
ん
で
い
る
世
帯

※
賃
借
に
関
し
て
は
公
営
住
宅

を
除
く
。

※
申
請
、受
給
済
み
の
世
帯
の

方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
５
５
）

　
り
災
証
明
書
が
半
壊
以
上
で

住
宅
再
建（
建
築・購
入
、補
修
）

を
し
た
、ま
た
は
予
定
し
て
い

る
世
帯
で
、加
算
支
援
金
以
外

の
補
助
金
を
申
請
し
て
い
な
い

世
帯
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象

 

・ 

住
宅
再
建
事
業
補
助
金

 
・ 

危
険
住
宅
移
転
事
業
補
助
金

 
・ 
津
波
浸
水
区
域
被
災
住
宅
小

規
模
補
修
補
助
金（
要
事
前

相
談
※
半
壊
を
除
く
）

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
４
７
６
７
）

　

プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
か
ら

引
っ
越
し
を
す
る
と
き
は
、仮

設
住
宅
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
☎

９
２－

５
９
０
１
）に
連
絡
し
、

退
去
立
ち
会
い（
物
品
チ
ェ
ッ

ク
な
ど
）を
受
け
、返
還
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
住
宅
再
建
済
み
の
方
や
復
興

公
営
住
宅
、そ
の
他
の
賃
貸
住

宅
な
ど
へ
転
居
し
た
方
が
、仮

設
住
宅
返
還
届
を
提
出
せ
ず
に

不
正
に
利
用
し
続
け
る
こ
と
は

入
居
契
約
違
反
と
な
り
、仮
設

住
宅
返
還
請
求
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、雄
勝
地
区
の
プ
レ
ハ

ブ
仮
設
住
宅
に
つ
い
て
は
、総

合
支
所
保
健
福
祉
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
６
６
）

　

平
成
30
年
４
月
１
日
以
降
、

市
内
に
事
業
所
な
ど
を
新
設
ま

た
は
増
設
し
た
こ
と
で
電
力
会

社
と
の
契
約
電
力
が
増
加
し
、

か
つ
雇
用
者（
雇
用
保
険
の
一

般
被
保
険
者
）が
３
人
以
上
増

加
し
た
場
合
、電
気
料
金
の
一

部
を
補
助
し
ま
す（
原
子
力
発

電
施
設
等
周
辺
地
域
企
業
立
地

支
援
事
業
、通
称
Ｆ
補
助
金
）。

補
助
対
象　
平
成
30
年
10
月
１

日
～
平
成
31
年
３
月
31
日
の

支
払
い
分

対
象
区
域　
旧
石
巻
市
、旧
河

北
町
、旧
雄
勝
町
、旧
牡
鹿
町

募
集
時
期　
４
月
上
旬
～
中
旬

※
申
込
方
法
な
ど
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申�・
□問� 　
（
一
財
）電
源
地
域
振

興
セ
ン
タ
ー

☎
０
３－

６
３
７
２－

７
３
０
７

　
市
産
業
推
進
課

　
（
内
線
３
５
４
４
）

　
震
災
で
住
居
な
ど
を
移
転
再

建
す
る
方
の
負
担
軽
減
の
た

め
、特
例
措
置
と
し
て
加
入
金

を
免
除
し
て
い
ま
す
。

対
象　
給
水
区
域
内（
石
巻
市・

東
松
島
市
内
）に
お
い
て
、震

災
に
よ
り
住
居
な
ど
が
被
災

し
た
方
で
、移
転
再
建
す
る

際
に
、新
た
な
給
水
装
置
を

設
置
す
る
と
同
時
に
被
災
し

た
場
所
の
給
水
装
置
の
廃
止

手
続
き
を
す
る
方

※
建
売
住
宅
や
中
古
住
宅
な

ど
、加
入
手
続
き
済
み
の
物

件
を
ご
購
入
の
場
合
は
、免

除
の
対
象
外
で
す
。

免
除
期
限

　
平
成
33
年
３
月
31
日

□申�・
□問�　

石
巻
地
方
広
域
水
道

企
業
団
給
水
課

　
☎
９
５－

６
７
０
７

転
出
す
る
方　
「
水
道
使
用
水

量
等
の
お
知
ら
せ（
検
針

票
）」を
確
認
し
、ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

転
入
し
た
方　
「
水
道
を
ご
使

用
さ
れ
る
お
客
様
へ
」を
送

付
し
ま
す
の
で「
お
客
様
番

号
」を
確
認
し
、使
用
開
始
の

５
日
前
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、水
道
料
金
と
下
水

道
使
用
料
は
、合
算
で
請
求

を
行
っ
て
い
ま
す
。

□申�・
□問�  　

水
道
企
業
団
お
客
さ

ま
セ
ン
タ
ー
（
石
巻
地
方
水

道
サ
ー
ビ
ス
共
同
企
業
体
）

　
☎
９
６－

４
９
５
５

　
（
土
日・祝
日
を
除
く
）

□問�　
市
下
水
道
管
理
課

　
（
内
線
５
６
９
４
）

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　

仙
台
法
務
局
で
は
、駅
前
北

通
り
二
丁
目
～
四
丁
目
、開
北

三
丁
目・四
丁
目
、清
水
町
二
丁

目
、新
橋
、貞
山
五
丁
目
、南
中

里
一
丁
目
～
四
丁
目
の
各
地
区

付
近
に
お
い
て
、地
図
の
作
成

作
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。こ

の
地
図
は
、国
家
基
準
点
に
基

づ
い
た
測
量
に
よ
り
作
成
す
る

も
の
で
、土
地
の
位
置
や
形
状

を
正
確
に
特
定
で
き
、土
地
の

取
引
の
安
全
に
役
立
つ
と
と
も

に
、境
界
に
関
す
る
争
い
を
未

然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
月
か
ら
対
象
土
地
の
境
界
を

確
認
す
る
た
め
の
立
ち
会
い
作

業
を
開
始
す
る
予
定
で
す
の

で
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
ま
た
、３
月
19
日
に
、市
役
所

５
階
市
民
サ
ロ
ン
内
に
、法
務

局
職
員
が
常
駐
す
る
地
図
作
成

作
業
現
地
事
務
所
を
開
設
し
ま

し
た
。作
業
の
問
い
合
わ
せ
な

ど
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

作
業
期
間　
平
成
32
年
３
月
ま

で
□問� 　
仙
台
法
務
局
地
図
作
成
作

業
現
地
事
務
所

☎
９
３－

１
１
７
８

　
仙
台
法
務
局
民
事
行
政
部

　
復
興
事
業
推
進
班

☎
０
２
２－

２
２
５－

５
６
６
２

鮎
川
浜
の
復
興
を
急
ぐ

　
平
成
30
年
４
月
か
ら
牡
鹿
地
区

鮎
川
浜
の
拠
点
整
備
事
業
に
携

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

観
光
物
産
施
設
の
建
設
な
ど
、

か
つ
て
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻

し
、
さ
ら
に
新
た
な
魅
力
を
感
じ

て
も
ら
え
る
場
所
に
す
べ
く
、
事

業
を
進
め
る
一
員
と
し
て
働
い
て

い
ま
す
。

　
新
潟
市
で
も
土
木
関
連
の
部
署

に
い
ま
し
た
。
業
務
の
基
本
に
大

き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
震

災
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
地
区

の
再
生
事
業
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
が
入
り
込
ん
で
い
る
の

で
、調
整
に
苦
労
す
る
毎
日
で
す
。

　
数
々
の
許
可
申
請
、
施
設
の
電

気
、
水
道
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

設
置
な
ど
全
て
の
業
務
を
効
率
的

に
進
め
、
予
定
通
り
の
完
成
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　
石
巻
は
気
候
が
温
暖
で
と
て
も

過
ご
し
や
す
い
所
で
す
。
住
民
や

訪
れ
る
人
が
笑
顔
に
な
る
鮎
川
浜

地
区
の
整
備
に
今
後
も
全
力
を
尽

く
し
ま
す
。

半島拠点整備推進課

田
た

中
なか

　大
だいすけ

介 さん（38）
新潟市から派遣

稲井小学校４年

門脇中学校３年

山
やました

下　なこ

大
おおとも

友　瑞
みず

紀
き

地域の輪　みんなで声がけ　高台へ

頭はcoolに　体はhighへ

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅

退
去
時
は
返
還
手
続
き
を

震
災
移
転
再
建
時
に
水
道

加
入
金
が
免
除
さ
れ
ま
す

住
宅
再
建
補
助
金
の
相
談

事
業
所
新
設
な
ど
で

電
気
料
金
を
補
助
し
ま
す

上
下
水
道
の
手
続
き
は

お
早
め
に

地
図
作
成
作
業
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を

法
人
市
民
税
の
申
告
と

納
付
の
お
願
い
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

度
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

る
方
を
除
く

□問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
５
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　
集
会
所
な
ど
で
高
齢
者
な
ど

を
対
象
に
体
操
や
趣
味
の
活
動

な
ど
の
交
流
の
場
を
提
供
す
る

個
人
や
団
体
に
補
助
金
を
助
成

し
ま
す
。

○
地
域
介
護
予
防
活
動
支
援
事

業
対
象　
65
歳
以
上
の
方

実
施
回
数　
月
２
回
以
上

助
成
金
額　
１
回
当
た
り
１
、

　
０
０
０
円（
上
限
月
額
１
０
、

　
０
０
０
円
）

○
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
支
援
事
業

対
象　
要
支
援
者
な
ど

実
施
回
数　
週
１
回
以
上

助
成
金
額　
要
支
援
者
な
ど
一

人
当
た
り
１
回
１
、０
０
０

円（
上
限
月
額
５
０
、０
０
０

円
）

※
そ
れ
ぞ
れ
１
回
当
た
り
２
時

間
程
度
、６
カ
月
以
上
継
続

で
参
加
者
が
５
人
以
上
で
あ

る
こ
と
が
条
件
で
す
。

※
申
込
方
法
な
ど
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
、ま
た
は
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

□申・□問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
３
７
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
一
般
企
業
な
ど
へ
の
就
職
の

実
現
を
図
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用

の
一
環
と
し
て
、非
常
勤
の
事

務
補
助
員
を
募
集
し
ま
す
。

勤
務
場
所　
市
役
所・
各
総
合

支
所・各
支
所・そ
の
他
出
先

機
関
な
ど

募
集
人
員　
６
人
程
度

職
種　
事
務
補
助
員

業
務
内
容　
パ
ソ
コ
ン
入
力・

出
力
業
務
、電
話
対
応
、窓
口

対
応
、書
類
の
整
理
、そ
の
他

庶
務
事
務
の
補
助
な
ど

応
募
条
件

 

・ 

パ
ソ
コ
ン
の
操
作（
エ
ク
セ

ル
、ワ
ー
ド
な
ど
）が
行
え
る

こ
と

 

・ 

身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手

帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

 

・ 

主
治
医
に
一
般
就
労
が
可
能

と
認
め
ら
れ
て
い
る
方

 

・ 

チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用
を
通
し
て

一
般
就
労
を
目
指
す
方

雇
用
期
間　

６
月
１
日（
土
）

～
平
成
32
年
３
月
31
日（
更

新
の
可
能
性
有
り
）。最
長
３

年
間
。

勤
務
日　

 

月
～
金
曜
日（
祝

日
、年
末
年
始
を
除
く
）

勤
務
時
間　

 

午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
の
う
ち
６
時

間
、週
30
時
間
勤
務

給
与　
時
給
８
４
０
円

 

・ 

交
通
費
別
途
支
給（
上
限
有

り
）

 

・ 

加
入
保
険　

雇
用
保
険
、健

康
保
険
、厚
生
年
金
、公
務
災

害
補
償

申
込
方
法　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で

紹
介
状
を
受
け
取
り
、履
歴

書
と
紹
介
状
を
郵
送
ま
た
は

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
期
限　
４
月
22
日（
月
）

※
必
着

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
人
事
課（
内
線
４
０
６
９
）

 

お
わ
び
と
訂
正

　
３
月
15
日
発
行
の
「
市
報
い

し
の
ま
き
復
興
特
集
号
」
の
表

紙
で
、
発
行
月
（
英
語
表
記
）

「
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
Ｂ
Ｅ
Ｒ
」
と

あ
る
の
は
「
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
Ｈ
」
の

誤
り
で
し
た
。
お
わ
び
し
て
訂

正
い
た
し
ま
す
。

な
る
路
線
価
と
標
準
宅
地
の
位

置
を
４
月
１
日（
月
）か
ら
窓
口

で
閲
覧
で
き
ま
す
。ま
た
、資
産

評
価
シ
ス
テ
ム
研
究
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
全
国
地
価

マ
ッ
プ
」で
閲
覧
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

閲
覧・縦
覧
場
所

　

資
産
税
課・
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課・各
支
所

※
路
線
価
に
つ
い
て
は
、各
総

合
支
所
は
各
管
内
分
、各
支

所
は
本
庁
分
を
備
え
付
け
て

い
ま
す
。

手
数
料

 

・ 

課
税
台
帳
の
閲
覧

　
１
件
に
つ
き
３
０
０
円

※
縦
覧
期
間
中
に
平
成
31
年
度

分
の
課
税
台
帳
を
閲
覧
す
る

場
合
は
無
料

 
・ 

縦
覧
帳
簿
に
よ
る
縦
覧

　
無
料

※
閲
覧
、縦
覧
の
際
は
身
分
証

明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

代
理
の
場
合
は
委
任
状
が
必

要
で
す（
同
居
の
家
族
の
場

合
の
委
任
状
は
不
要
で
す
。

法
人
で
社
員
の
方
が
閲
覧
や

縦
覧
を
す
る
場
合
は
代
表
者

の
委
任
状
が
必
要
で
す
）。

証
明
書
の
交
付
時
期

　
平
成
31
年
度
分
の
評
価
証
明

書
は
４
月
１
日（
月
）か
ら
、

公
課
証
明
書
は
５
月
７
日

（
火
）か
ら
交
付
し
ま
す（
本

庁
の
交
付
は
市
民
税
課
で
行

い
ま
す
）。

□問 　
資
産
税
課

　
　
土
地
に
つ
い
て

　
　
（
内
線
３
１
２
４
）

　
　
家
屋
に
つ
い
て

　
　
（
内
線
３
１
１
７
）

　
　
償
却
資
産
に
つ
い
て

　
　
（
内
線
３
１
１
９
）

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
に
、４
月
中
旬
に
仮
算

定
分
の
納
税
通
知
書（
第
１
期

～
第
３
期
の
暫
定
賦
課
）を
送

付
し
ま
す
。　

　
ま
た
第
４
期
～
第
10
期
の
保

険
税
の
納
税
通
知
書（
確
定
賦

課
）は
、７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま

す
。

　

た
だ
し
、４
月
１
日（
月
）以

後
に
加
入
の
届
け
出
を
し
た
方

に
は
、４
月
に
納
税
通
知
書
の

発
送
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
仮
算
定
額
は
平
成
30
年
度
の

保
険
税
を
基
に
、確
定
賦
課

は
平
成
30
年
中
の
所
得
金
額

に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
ま

す
。

□問 　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
８
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
は
、所
得
金
額
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
、申
告
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

　
世
帯
主
と
国
保
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
員
の
合
算
所
得
が
基

準
を
下
回
る
場
合
、保
険
税
が

軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、次
の
よ
う
な
方
は
必
ず

簡
易
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

 
・ 
平
成
30
年
に
収
入
の
な
か
っ

た
方（
平
成
30
年
中
の
収
入

が
雇
用
保
険
な
ど
の
非
課
税

所
得
の
み
の
方
も
含
む
）

 

・ 

平
成
30
年
に
障
害・
遺
族
年

金
を
受
給
し
て
い
た
方（
国

民
年
金
な
ど
の
受
給
者
は
、

申
告
不
要
）

 

・ 

平
成
30
年
中
に
扶
養
、仕
送

り
、退
職
金・預
貯
金
で
生
活

し
て
い
た
方
な
ど

※
既
に
国
保
加
入
者
分（
国
保

に
加
入
し
て
い
な
い
世
帯
主

も
含
む
）の
申
告
を
済
ま
せ

て
い
る
場
合
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
で
、対

象
項
目
に
該
当
し
て
い
る
場

合
で
も
、１
人
で
も
未
申
告

の
方
が
い
る
と
、保
険
税
の

軽
減
や
高
額
療
養
費
の
負
担

限
度
額
の
判
定
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

□申・□問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
８
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

　

４
月
か
ら
、出
産
予
定
日
ま

た
は
出
産
日
に
当
た
る
月
の
前

月
か
ら
４
カ
月
間
の
国
民
年

金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、６
カ
月

間
）。

　
申
請
に
は
年
金
手
帳
な
ど
基

礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の
、

印
鑑
が
必
要
で
す（
出
産
前
に

手
続
き
す
る
場
合
は
母
子
健
康

手
帳
な
ど
出
産
予
定
日
が
分
か

る
も
の
）。

申
請
開
始　
４
月
１
日（
月
）

対
象　

｢

国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者｣

で
出
産
日
が
平
成

31
年
２
月
１
日
以
降
の
方

※
出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か

ら
申
請
可
能
で
す
。

□申・□問　
石
巻
年
金
事
務
所

　
☎
２
２－

５
１
１
５

　
市
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
５
３
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

各
支
所

　
平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
の

世
帯
の
状
況
、平
成
29
年
分
の

所
得（
平
成
30
年
分
の
所
得
が

未
確
定
の
た
め
）な
ど
に
基
づ

き
、介
護
保
険
料
を
計
算（
仮
算

定
）し
、４
月
中
旬
に
平
成
31
年

　
10
月
１
日
か
ら
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
の
税
率
引
き
上

げ
と
同
時
に
、軽
減
税
率
制
度

を
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
対
応
に
は
、事

業
者
の
事
前
準
備
が
必
要
な
の

で
、説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　
４
月
23
日（
火
）・
24
日

（
水
）

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30

分
、午
後
１
時
30
分
～
２
時

30
分

と
こ
ろ　
県
石
巻
合
同
庁
舎

対
象　
全
て
の
事
業
者

□問　
石
巻
税
務
署

　
☎
２
２－

４
１
５
１

課
税
台
帳
の
閲
覧
お
よ
び
縦
覧

帳
簿
に
よ
る
縦
覧

　

市
内
に
資
産（
土
地・
家
屋・

償
却
資
産
）を
所
有
す
る
本
人

や
同
居
す
る
家
族
は
、４
月
１

日（
月
）か
ら
所
有
す
る
資
産
の

課
税
標
準
額
な
ど
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、納
税
者
の
方
は
、本
人

所
有
以
外
の
市
内
に
所
在
す
る

土
地
や
家
屋
の
評
価
額
を
４
月

１
日（
月
）～
５
月
31
日（
金
）の

縦
覧
期
間
内
に
縦
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。自
分
の
資
産
と

比
較
す
る
こ
と
で
、評
価
の
適

正
さ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

路
線
価
の
公
開

　
宅
地
の
価
格
評
価
の
基
準
と

介
護
保
険
料（
仮
算
定
）納
入

通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

介
護
予
防
サ
ロ
ン
活
動
へ

助
成
し
ま
す

固
定
資
産
税・

都
市
計
画
税
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん

簡
易
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

消
費
税
軽
減
税
率
制
度

説
明
会
開
催
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税

通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

　復旧・復興の進
しんちょく
捗や新たな行政課題に対応するた

め、４月１日付で組織の見直しを行いました。
　新たに、持続可能な開発目標（Ｓ

エス・ディー・ジーズ
ＤＧｓ）の取り組

みを進め、地方創生に向けた施策の推進を図る組織
を設置するほか、東京オリンピック・パラリンピッ
クの推進や復興事業の進捗に合わせた関連部署の再
編を行いました。

□申 ・□問　行政経営課（内線5212）

【新設した部署】
部　名 新課（室）名
復興政策部 ＳＤＧｓ地域戦略推進室

【再編（統廃合）した部署】
部　名 新課（室）名 旧課（室）名

復興事業部
基盤整備課

用　地　課
集団移転推進課

建　設　部 住　宅　課 復興住宅課

【名称変更した部署】
部　名 新課（室）名 旧課（室）名

復興政策部 東京オリンピック・
パラリンピック推進室

スポーツ交流
推進室

建　設　部
住　宅　課 住宅管理課

河川港湾課 河川港湾室

　全部支給 ・ 一部支給者の平成30年12月～平成31年３月分の児童扶養手当を４月11日（木）
に指定の口座に振り込みます。
　国の制度改正に基づき、次のとおり改定されました。

□問　子育て支援課（内線2512）・ 各総合支所保健福祉課

児童扶養手当 3月分まで 4月分以降

本　体　額
全部支給 42,500円　 42,910円

一部支給 42,490円～10,030円の
範囲で決定

42,900円～10,120円の
範囲で決定

第2子加算額
全部支給 10,040円 10,140円

一部支給 10,030円～5,020円の
範囲で決定

10,130円～5,070円の
範囲で決定

第3子以降加算額
全部支給 6,020円 6,080円

一部支給 6,010円～3,010円の範
囲で決定

6,070円～3,040円の範
囲で決定

障
が
い
者
の
事
務
補
助
員
を

募
集
し
ま
す

今月は児童扶養手当の支給月です

市の組織機構改革


